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平成２８年度甲良町当初予算概要 
 

（単位：千円、％） 

※各特別会計の予算額については 18 ページに記載 

１．平成 2８年度⼀般会計予算のポイント 
平成２８年度の予算ついては、次の６つの基本⽅針を踏まえ編成を⾏いました。 
 

①「甲良町新総合計画」に基づく施策構築 
 町の将来像である《笑顔で暮らせる豊かな農村》の実現をめざすため、総合計画に掲げる５つの基本目
標に基づき施策を構築する。 

②「甲良町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」に基づく⼈⼝減少対策 
 本町にとって死活問題である⼈⼝減少対策について、各所属において総合戦略に掲げる４つの基本目
標に基づいて計画した施策の推進を⾏う。 

③財政健全化の推進 
 職員⼀⼈ひとりが、⾼いコスト意識を持ち、直⾯する課題に対して積極的に対応しつつも、無駄を省き、
改めるべきものは改めるなど、創意・工夫に努め持続可能な財政基盤の確⽴に向け、財政健全化の取組
を⼀層進めることとする。 

④国や県の動きに呼応した施策の推進と国や県の施策・制度の活⽤ 
 地⽅創⽣にかかる予算など新たな施策が示された際、時期を逃すことなく最大限活⽤することができるよ
う、国や県の施策や制度について常に情報収集と準備を怠らず取り組む。 

⑤地域住⺠との連携強化 
 地域住⺠とは、情報共有を図り理解を得られるように努めることにより実効的な施策を展開するとともに、
既存の自治会の枠を越えた、自主的な活動の出来るやる気のある住⺠グループの育成を⾏う。 

⑥各所属間連携の徹底 
 課題に即して町の機能を縦割り⾏政から横つなぎによる総合⾏政への転換を徹底し、緊密な連携を図る
ことにより、効率的かつ効果的な施策を展開することができるよう、組織の持てる⼒を最大限に発揮できる
体制をつくる。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 増減 増減率 

⼀般会計 3,580,000 3,674,000 94,000 2.6 

特別会計 2,726,989 2,788,176 64,187 2.4 

合計 6,303,989 6,481,176 177,187 2.8 
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実際の予算について、歳入においては基⾦繰入⾦を除く予算は約３４億９千４百万円となり、前年⽐
約８千７百万円の増となりました。 

内訳としては、まず町税収では法⼈町⺠税が落ちるものの、軽自動⾞税の税制改正、償却資産増資によ
る固定資産の増等によりやや増収とし、地⽅交付税においては普通交付税の試算値が当初予算ベースでは
約６百万の減額となったほか、臨時財政対策債については約１千５百万円の増となり、実質的な普通交
付税は約９百万円の増としました。 

また、地⽅消費税交付⾦は買い控えからの回復⾒込まれることから約１千５百万円の増としたほか、事業
の規模により国庫⽀出⾦は約２千８百万円の増、県⽀出⾦は逆に２千８百万円の減、臨時財政対策債
を除く町債についても約１千万円増として計上しました。（その他歳入増減については３ページに記載） 

 
⼀⽅歳出では、予備費を除く予算は約３６億９千万円で、前年⽐で約１億１千３百万円の増としまし

た。 
その内訳として、事業終了による農業関係経費の減（約１千５百万円減）などはあったものの、国の示

したインフラ⻑寿命化基本計画に伴う計画策定(約１千５百万円増)、道路整備関係経費（約６千万円
増）、保育園運営を含む子育て⽀援施策の推進（５千１百万円増）、各種福祉施策の増（約４千１
百万円増）等があります。（その他歳出増減については４ページに記載） 

 
さらに、計上した歳入歳出の差し引きで不⾜する約１億８千４百万円を基⾦の取崩で確保しています。 
 
こうした結果、平成２８年度当初予算は、３６億９千３百万円で対前年１億１千３百万円増（３．

2％増）となり２年連続で対前年増となりました。 
しかし、国県の補助分等を除くと町税を主として依然歳入不⾜は大きく、緊縮予算と言わざるを得ない状

況が続いているところです。特に基⾦取崩し額は昨年度より約１千１百万増加していることから、今後同程
度の歳出の伸びがある場合、いずれ歳入不⾜により予算の編成が不可能となるため、⼀層の経費削減、効
率的な⾏政の推進に尽⼒するよう職員⼀同に求めているところであります。 

 
なお、平成２８年度の各課の⽅針、重点施策と主な新規事業は５ページ以降の表の通りとなっていま

す。 



一般会計当初予算増減一覧 （単位：千円、％）
H28 H27 増減額 増減率

1 町税 866,061 859,481 6,580 0.8
　個⼈町⺠税 262,320 260,820 1,500 0.6
　法⼈税 72,770 80,220 △ 7,450 △ 9.3
　固定資産税 453,371 445,441 7,930 1.8
　その他の町税 77,600 73,000 4,600 6.3

2 地方譲与税 31,000 32,300 △ 1,300 △ 4.0
3 利⼦割交付⾦ 1,300 1,250 50 4.0
4 配当割交付⾦ 2,500 2,500 0 0.0
5 株式等譲渡所得割交付⾦ 1,400 1,400 0 0.0
6 地方消費税交付⾦ 115,400 99,800 15,600 15.6
7 ⾃動⾞取得税交付⾦ 6,900 4,700 2,200 46.8
8 地方特例交付⾦ 1,980 2,200 △ 220 △ 10.0
9 地方交付税 1,458,000 1,464,000 △ 6,000 △ 0.4

　普通交付税 1,178,000 1,184,000 △ 6,000 △ 0.5
　特別交付税 280,000 280,000 0 0.0

10 交通安全対策特別交付⾦ 1,389 1,400 △ 11 △ 0.8
11 分担⾦及び負担⾦ 42,805 38,806 3,999 10.3
12 使⽤料及び⼿数料 26,618 28,101 △ 1,483 △ 5.3
13 国庫⽀出⾦ 248,922 220,495 28,427 12.9 社会資本整備交付⾦19.8　狭あい道路整備等促進事業補助⾦6.5　地域住⺠⽣活

緊急⽀援事業交付⾦6.8　⼦ども・⼦育て⽀援交付⾦4.2　他　計55.5百万円増
番号制度システム整備費補助⾦11.8　臨時福祉給付費等給付事業費補助⾦4
保育総合対策⽀援事業費補助⾦3.8　他　計27.0百万円減

14 県⽀出⾦ 253,985 281,950 △ 27,965 △ 9.9 担い⼿農地集積促進事業費補助⾦18.4　参議院議員選挙費委託⾦8.7　⼦ども・⼦育
て⽀援交付⾦4.2　他　計48.7百万円増
農村地域防災減災事業補助⾦34.1　機構集積協⼒⾦交付事業補助⾦18.4　放課後
児童健全育成事業費補助⾦6.3　県議会議員選挙費4.8　国勢調査2.7　経営体育成
⽀援条件整備費補助⾦2.6　他　計76.7百万円減

15 財産収入 30,850 10,495 20,355 193.9
16 寄付⾦ 80,100 30,100 50,000 166.1
17 繰入⾦ 191,725 185,330 6,395 3.5

　うち基⾦繰入⾦ 179,525 172,650 6,875 4.0
18 繰越⾦ 40,000 40,000 0 0.0
19 諸収入 110,665 124,392 △ 13,727 △ 11.0

20 町債 162,400 171,300 △ 8,900 △ 5.2
　臨時財政対策債 135,000 120,000 15,000 12.5
　その他事業債 42,200 31,300 10,900 34.8

3,674,000 3,580,000 94,000 2.6
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増

増

保育園広域入所受託⾦△8.5　湖東定住⾃⽴圏公共交通活性化事業負担⾦△1.2

算定内容変更による増
公共事業等債23.4　道路等整備事業債3　地域活性化事業債△15

改良住宅譲渡処分収入20
ふるさと応援寄付⾦40
財政調整基⾦繰入⾦11　⼟地取得会計繰入⾦2　福祉医療⾼額療養費戻入△2
財政調整基⾦繰入⾦11

H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく
H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく

幼稚園使⽤料の減

H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく

基準財政需要額試算値の減による

減

検診個⼈負担⾦△1　一時保育利⽤料△0.5　他

合　　計

歳　　　入 主な増減内容（単位：百万円）

H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく
償却資産分の伸びによる
軽⾃動⾞税制の変更による
H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく

減

H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく
H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく

H27調定⾒込に対する県推計伸び率に基づく

保育料制度改正による増



H28 H27 増減額 増減率 主な増減内容（単位：百万円）
1 議会費 67,458 73,506 △ 6,048 △ 8.2 議員年⾦制度廃⽌に伴う負担⾦△5.9　他
2 総務費 632,952 576,316 56,636 9.8

3 ⺠⽣費 1,212,876 1,189,983 22,893 1.9

4 衛⽣費 274,103 277,209 △ 3,106 △ 1.1

5 労働費 635 634 1 0.2
6 農林⽔産業費 114,203 172,058 △ 57,855 △ 33.6

7 商工費 41,485 39,667 1,818 4.6

8 ⼟木費 167,170 100,986 66,184 65.5

9 消防費 114,960 107,609 7,351 6.8

10 教育費 402,393 390,525 11,868 3.0

11 災害復旧費 25 25 0 0.0
12 公債費 425,100 430,570 △ 5,470 △ 1.3 定時償還の減
13 諸⽀出⾦ 217,140 217,412 △ 272 △ 0.1
14 予備費 3,500 3,500 0 0.0

3,674,000 3,580,000 94,000 2.6

（
当
初
予
算
案
概
要
）
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（単位：千円、％）
歳　　　出

ふるさと納税推進事業50 参議院議員選挙費8 総合管理計画策定事業9 固定資産台帳整備事
業5 地域おこし協⼒隊事業6.2 定住化促進事業2 防犯対策事業2.4
⼈件費△7.2　⾏政⼿続整備⽀援業務委託△2　セキュリティポリシー策定事業△2.2　電⼦計算管
理事業△4.1　⼾籍住⺠基本台帳費△2.9　滋賀県議会議員一般選挙△3.9　町議会議員選挙
費△6.4　統計調査費△1 　他
⼈件費△1.6　臨時保育⼠等賃⾦△8.1　その他賃⾦2.3　甲良町福祉活動専門員設置費補助
⾦13　国⺠健康保険基盤安定繰出⾦3.3　⾃⽴⽀援介護等給付費負担⾦5.9　更⽣医療費給
付費3　⽼⼈保護措置費1.4　介護保険会計繰出⾦1.8　後期⾼齢者検診事業1　後期広域連合
負担⾦3.2　児童虐待防⽌事業3.1　⼦育てガイドブック作成事業3.0　⼦育て世代特例給付⾦事
業△3.5　他
⼈件費1.3　⾃動⾞騒⾳⾯的評価事業2　特定不妊治療費助成⾦1.6　不法投棄監視収集運搬
業務1　粗大ゴミ収集委託1　一般廃棄物収集運搬業務委託6.5　廃棄物基本計画等策定事業1
国保会計繰出△2.8　彦根愛知⽝上広域⾏政組合負担⾦△11.3　湖東域管負担⾦△4.5　他

合　　計

⼈件費△13.9　農業振興交付⾦1.0　環境保全型農業直接⽀払事業1.9　経営体育成⽀援事
業△2.6　ため池整備事業△32.4　せせらぎの⾥管理事業△11.9　他
⼈件費△2.6　起業⽀援事業補助⾦2.0　住宅リフォーム補助⾦2.8　ココラちゃん運営管理事業
1.3　町商工会補助⾦△1.0
⼈件費4.1　地籍調査費2　町道維持管理事業3.3　道路新設改良事業△13.0　社会資本整備
交付⾦事業34.5　狭あい道路整備事業13.7 改良住宅払下げ事業16.0　他
消防事務委託5.7　ポンプ操法大会事業2.1　防⽕⽔槽修繕工事△1　滋賀県防災⾏政無線整備
負担⾦△5　一時避難所施設耐震改修補助⾦6.0　他
⼈件費△4.8　臨時講師等賃⾦△1　臨時幼稚園教諭2.6　その他賃⾦△3.8　進学・進路指導ア
ドバイザー招聘事業1.6　中学⽣海外派遣研修事業補助⾦1.1　⾃転⾞購入事業補助0.7　要・
準要保護児童⽣徒援助事業1.2　教育施設整備事業3.3　小学校費1.5　中学校費1.4　小学⽣
英語教室開催事業2.2　⽂化財修理補助⾦2.1　図書整備事業△1.9　学校給⾷費補助⾦1.4
運動公園管理事業2.2他



（当初予算案概要）

1.
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５.

６.

１.

２.

３.

４.

②地⽅公会計制度の導⼊促進［４，９５０千円］
　財政の健全化と無駄のない⾏政運営を⾏なうためには、コスト意識を⾼め中⻑期的な目標
を据えた財政運営を⾏う必要がある。このため現⾏の財務諸表作成⽅式から脱却し、複式
簿記の導⼊を前提とした統⼀基準による地⽅公会計制度の導⼊に向けた検討を進める。

④交通安全対策事業(甲良町交通対策協議会）［１００千円］
・危険箇所や各字からの要望箇所の点検、交通安全対策。
・小中学生の通学時の安全確保のため、安全対策としてグリーンベルトの設置等について、教
育委員会や建設水道課など関係機関との横の連携を深める。

企画監理課

運
営
⽅
針

③「電⼒のまちづくり」〜甲良町内電⼒での地産地消〜［0千円］
　 町内企業事業所および家庭などから電⼒を従来より⾼く買い取り、その電⼒を町内企業事
業所および家庭へ従来よりも安く売ることで、電気料⾦の負担を和らげ、その分をその他の事
業・消費への投資を促す。

重点(新規)

重点(継続)

新
規
・
重
点
施
策

運
営

⽅
針

運
営
⽅
針

議会事務局

総　務　課

①公共施設等総合管理の推進［８，８５０千円］
   公共施設の⽼朽化対策が課題となっている。適切な維持管理を⾏うため施設の更新・統
廃合・延命化に関する⻑期ビジョンが必要である。財政負担の軽減を図りながら計画的に公
共施設の維持管理を⾏うための計画策定に向けた検討を進める。

［        ］内は予算額
特別会計分も含む

議会運営の活性化および町⺠に開かれた分かりやすい議会活動が⾏え、町議会の機能が⼗分に発揮される
ようにする。
監査員事務局として、監査の基本である公⾦出納のチェック機能を発揮できる体制をつくる。

⼈材育成の推進（組織⼒強化、職員育成・教育の強化、職員の健康管理意識向上等）
安全安心のまちづくりの推進（交通弱者目線による交通安全施設の整備、自警団を含む自主防災組織の
強化、町防災計画内容の周知、災害拠点施設・災害対策資機材の整備等）
町有財産の適正管理及び有効利⽤（公共施設等総合管理の推進）
財政の健全化推進（地⽅公会計制度の導⼊、⾏財政改⾰⼤綱の再作成、各課所管補助⾦の再検討
公共料⾦の経済情勢に合わせた改定、財源確保と選択と集中による効率的な予算編成および執⾏等）
⽂書の適正管理と条例・規則等⽴案能⼒の強化（情報公開を念頭にした適切な⽂書管理の徹底、自⽴
した自治体に必要な各課各職員の例規作成技術の向上等）
新エネルギー導⼊の推進（太陽光パネルなどの活⽤。環境意識の向上など）

平 成 ２ 8 年 度 各 課 運 営 方 針 、 新 規 お よ び 重 点 施 策

町政の総合的な企画、⽴案の実施、広域⾏政の推進。
総合戦略に掲げた施策の推進。総合計画に掲げた施策の評価。湖東定住自⽴圏の推進。
まちづくりおよび地域振興施策の推進
地域おこし協⼒隊の受け⼊れ。自治会活動の⽀援。むらづくり活動の⽀援。地域課題の解決。
ふるさと納税の推進。空き家の利活⽤。まちづくり活動団体の⽀援。（仮称）甲良町南部⼯業団地に企業
を誘致する。
広報やホームページによる積極的な情報の発信、地域情報化の推進、情報公開。
住⺠や全国の⽅に対する情報発信、ホームページの積極的な活⽤、WiFi環境の整備。
公正な⼊札の執⾏
電⼦⼊札導⼊検討等による事務の効率化、地元業者の育成を図る。
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（当初予算案概要）

１.
２.

１.
２.
３.

４.
５.
６.
７.

重点(拡⼤)

新
規
・

住　⺠　課

運
営
⽅
針

税　務　課

①総合戦略に基づく⼈⼝減少対策事業［７８，９７０千円］
　 ⼈⼝減少に⻭⽌めをかけ、活⼒ある町にするための施策の⽅向性、具体的取り組み⾏うた
め平成２７年度に策定した「甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、本町にとって
死活問題である⼈⼝減少対策について、各所属において実施する総合戦略に掲げる基本目
標に基づいて計画した施策（平成２８年度は２５事業）の推進管理を⾏う。
　※上記⾦額は各所属所管事業で計上の経費を合算したもの。

②(仮称)甲良町南部⼯業⽤地企業誘致事業［３，１０４千円］※戦略
   地元雇⽤の確保・税収の確保⼈⼝増を図る。基本的に町が中間業者であるディベロッパー
に町有地を譲渡し、ディベロッパーが調査・開発・造成を実施し、また、平⾏して誘致企業の
探索をする。
　※上記⾦額には建設水道課の計上経費(２，５００千円）も含む

③ふるさと納税推進事業［８０，１０５千円］
　甲良町を愛し、応援しようとする個⼈または団体から広く寄附を募り、これを財源として各種
事業を実施し、寄附者の甲良町に対する思いを実現化することにより、多様な⼈々の参画に
よる個性豊かな活⼒あるふるさとづくりに資することを目的とする。
　また、寄附者に返戻品を送ることにより、特産品のPRと財源の確保を図る。

重点(継続)

運
営
⽅
針

新
規
・
重
点
施
策

新
規
・
重
点
施
策

①湖東地域税務共同徴収化［１１３千円］
   県と湖東4町において税務事務の共同化による徴収事務を進めることにより、徴収の⼈づく
りを強化することに技術⾯・意識⾯の両⾯でのレベルアップを実現し、自主財源である税収の
安定的な確保に結びつけて⾏く。
②未評価家屋の評価［０千円］
   平成２７年度から４ヵ年をかけ、町内にある全ての家屋を調査して家屋（補充）課税台
帳に登録されている事項（所在地番・種類・構造・床⾯積等）と現況家屋を照合し、未評
価家屋の特定・調査をおこない公正で公平な課税の実現をめざすために実施する。

　 窓⼝閉庁時、⼟⽇祝⽇に住⺠票、⼾籍等各証明書をコンビニで交付できることにより町⺠
の利便性を向上させる。

快適な暮らしを⽀える環境衛生の推進
墓地公園事業の販売促進

④地域おこし協⼒隊活動事業［１８，２４７千円］
　 ・移住・交流事業の⽀援　　・空き家対策　　・農業振興に係る⽀援
   ・地域資源（観光・特産品）の発掘、振興および開発
   ・集落の生活環境維持に係る⽀援
   ・地域⾏事に係る⽀援のいずれかに従事して地域おこし活動を⾏う。
   ・その他隊員が、定住化に向けて⾏う活動の⽀援を⾏う。

新規

後期⾼齢者医療健診業務により生活習慣病を早期に発⾒し、介護予防など早期に受診治療を⾏う。

①証明書等コンビニ交付整備事業［８２６千円］

福祉医療助成推進により、定住および少⼦化対策を図る。

重点(新規)

固定資産税においては、⼟地、家屋および償却資産について、課税客体の調査および現況把握を随時⾏
う。収納については、関係課との緊密な連携協⼒のもと、自主納付の推進を基本とし収納率向上対策と効率的
な滞納整理を進めていく。収納については、関係課との緊密な連携協⼒のもと、自主納付の推進を基本と
し、収納率向上対策と効率的な滞納整理を進めていく。

窓⼝業務迅速対応推進（笑顔であいさつ、迅速で親切丁寧な対応を実施する。）
マイナンバー制度導⼊にかかる個⼈番号カードの普及と交付事務の円滑な推進
国⺠健康保険事業の健全化
（データーヘルス計画に基づく保健事業の推進、国⺠健康保険事業の財政の安定化と健全運営。）
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.

重
点
施
策

重点(継続)

保健福祉課

④福祉医療費助成制度推進事業(小中学生)［１５，７５７千円］※戦略
 小中学生の医療費を助成することにより、乳幼児から中学卒業までの医療費を実質的に無
料化としすることにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ると共に、定住の促進と少
⼦化に⻭⽌めをかけることを目的とする。

重点(継続)

重点(拡⼤)
②⼀般廃棄物収集運搬業務委託事業［２８，１２４千円］

   データーヘルス計画による地域の医療課題を明確にし、より効果的な保健事業を展開する
ことにより、住⺠の健康づくりの増進と国⺠健康保険における医療費の抑制を図る。

③データーヘルス計画推進管理事業［９２４千円］※国⺠健康保険会計
   可燃ごみ収集を通年週２回にし、収集内容を拡充させる。

⽅運
針営

新
規
・
重
点
施
策

重点(新規)

①妊娠期から⼦育て期まで切れ目のない⽀援環境を構築［３，４７２千円］

③認知症対策事業
【認知症カフェ】［１４０千円］　※介護保険会計
　 グループホームらくらくが⾝近な相談窓⼝となり、認知症、軽度認知機能障害をもつ⼈、家
族、地域住⺠に対し社会活動の参加促進、啓発を⾏い認知症の地域⽀え合い体制の充実
を図る。

【認知症初期集中⽀援推進事業】［１，６００千円］　※介護保険会計
　 認知症になっても本⼈の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮し続
けられるために、認知症の⼈やその家族の早期に関わる「認知症初期集中⽀援チーム」を愛
犬４町が共同で豊郷病院に配置し早期診断・早期対応にむけた⽀援体制を構築し、早期
⽀援機能と危険回避⽀援を整備していく。

【認知症ケアパス策定事業作成】［１９５千円］
   専門家も参加する検討委員会において、認知症ケアパス（認知症の⼈やその家族が、医
療や介護サービスへのアクセス⽅法や⽀援体制をあらかじめ標準的に決めておくもの）の作成
において必要となる事項を検討し、認知症対策の充実を図る。

②地域福祉の推進［２，６００千円］
　 住み慣れた地域の中で住⺠が生き生きと暮らしていくためには、⾏政サービスだけではなく住
⺠自⾝・地域自⾝のもつ⼒を⼗分に生かせる福祉の仕組みの構築が必要であり平成２８．
２９年度の２年間かけて地域福祉計画を策定する。

⑤ライフステージに添った発達⽀援体制の構築［０千円］
　 ⼦どもの発達に不安を抱える保護者に発達相談、個別指導を通した⽀援を図る。また、町
の教育委員会・⼦育て⽀援センター・保育園・小中学校との連携を強化し親⼦・家庭⽀援を
切れ目なく実施していく。

　 保健師の増員を図り、⼦育て世代包括⽀援のできる体制整備を図る。
　 また、幼少期から発達⽀援、児童虐待防⽌を⽀援をしていくため、児童や保護者・家族に
対し専門的な⽀援(発達、家族背景を踏まえた)のできる専門職を配置し、個別対応の充実
を図る。

④健康増進事業の充実［８，０００千円］※⼀部戦略
　 健康診断の無料化を拡⼤した上、保健師を増員し、住⺠の健康寿命の延伸させるため、
生活習慣病の予防、悪化防⽌のための健康診査、保健指導、栄養相談、健康相談、家庭
訪問等を実施し住⺠自⾝が自分の健康を守る⾏動をとることができるよう⽀援する。

⼦育て包括⽀援の推進を図る。
健康寿命の延伸を図る。
認知症予防、早期発⾒、対応できる⽀援体制の整備を図る。
地域福祉⼒を⾼める仕組みを構築する。

重点(拡⼤)
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（当初予算案概要）

１.

２.

３.

４.

   譲渡基本⽅針に基づいて、改良住宅の⼟地・建物の譲渡を推進する(全１１４⼾)。住
宅分離を⾏なわずに現状のままで譲渡するため、譲渡契約者に対して、住宅切り離し補償⾦
を⽀払う。

④住宅新築資⾦等貸付⾦償還事業［１５，９１７千円］※住宅新築資⾦会計
   同和対策事業で貸付を⾏った住宅新築資⾦等貸付⾦の収納・滞納整理を円滑に進めて
いく。(滞納者に対して督促等の通知、裁判所を利⽤した法的⼿続きの実施)

⑤地区内の未利⽤地整理事業［２，５００千円］
   地籍調査事業と連携し、未利⽤地の処分を進めていく。

⑦ＮＰＯあさがおへの権利擁護サポートの委託［７００千円］
　 ⾼齢者・障害者等の権利擁護に関す相談(困難事例)に対し、専門⽀援機能・後⾒⽀援
機能・普及啓発事業・法⼈後⾒機能を持つあさがおに愛犬4町で委託し、相談⽀援を充実
させる。

⑥慢性腎臓病予防対策事業［１１，１２５千円］※国⺠健康保険会計
   新規の⼈⼯透析患者を増加させないため、生活習慣病(特に糖尿病・⾼⾎圧)を予防また
は悪化防⽌を図るため、個別指導、地域ぐるみの指導、啓発を実施する。そのための、保健
師の増員と研修に参加できる体制をつくる。

②住宅管理事業［２，８４１千円］

   公営・改良住宅の現年分家賃徴収を督促等で適切に⾏なう。滞納に関しても⼊居者の
収⼊等の状況、生活実態を⼗分に把握し、督促・催告等所要の措置を講じる。また、住宅
修理に関しても、町の負担になるもの、⼊居者の負担になるものを⾒極め、適正かつ合理的
な管理を⾏う。

③改良住宅譲渡事業［１７，８４５千円］

新
規
・
重
点
施
策

重点(継続)

運
営
⽅
針

⼈権を尊び、互いを認めあい、⽀え合う⼈権のまちづくりを推進(⼈権意識の確⽴、⾏政施策全体への⼈権
尊重の視点の導⼊、多様な⽂化や生き⽅が尊重される共生のまちづくり、町⺠と協働した⼈権⽂化のまちづ
くり)
住宅管理
-1.公営・改良住宅の家賃徴収、維持管理
-2.改良住宅譲渡(改良住宅の持家化を通じて、地域の自⽴意識の向上や活⼒を⾼める。地域住⺠自ら
　が、自らの居住環境の向上を図る)
住宅新築資⾦等貸付⾦償還業務(同和対策事業特別措置法により実施された住宅新築資⾦等貸付⾦
の回収を図る)
地区内未利⽤地の整理
地籍調査事業と連携し、未利⽤地の把握・処分を図る。

人　権　課

①⼈権施策推進事業［７４９千円］
　 「甲良町⼈権施策基本⽅針」に基づき、実施計画書を作成し、⼈権擁護審議会の意⾒
を尊重し、⼈権施策を推進していく。
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（当初予算案概要）

１．就労に関する取り組み
　　　①職業相談の充実 　②就職者の職場定着指導　③就職希望者の関わる⾼校との連携
２．福祉に関する取り組み
　　　①地域福祉の推進　②社会保障の確保　③保健衛生の推進
３．教育に関する取り組み
　　　①児童・生徒の育成　②各種社会教育団体の育成　③家庭教育推進事業　
４．地域⼒向上に関する取り組み
　　　①各種団体育成事業

   東小学校区の中学３年生を対象とした、個別指導型の学習塾の運営。
   ⽉謝４，０００円。週２回（⽉・水曜⽇）１９：３０〜２０：３０の開催で、講師
は、地元の⼤学生に依頼している。⾼校進学に向けた学⼒補充進路指導を⾏ない、希望校
への進学１００％をめざしている。（昨年度は、全員志望校へ進学達成）

○呉⽵地域総合センター（はばたきの館）は、⼈権啓発および⻄学区の住⺠交流の拠点となる開かれたコミュニ
ティーセンターとして運営を進める。
１．就労に関する取り組み
　①職業相談の充実 　    ②就職者の職場定着指導　    ③就職希望者の関わる⾼校との連携
２．福祉に関する取り組み
　①地域福祉の推進　     ②社会保障の確保　             ③保健衛生の推進
３．教育に関する取り組み
　①児童・生徒の育成　   ②各種社会教育団体の育成 　③家庭教育推進事業

　①各種団体育成事業
４．地域⼒向上に関する取り組み

呉竹センター

④中３学⼒補充教室（⻑寺塾）［７４０千円］

⑤解放合宿（⻑寺⻄区６年生）［２２０千円］

②デイサービス事業（ふれあい会・⻑寿会）［１，２００千円］
   ⻑寺区の⾼齢者で介護保険認定に⾄らない７０歳以上の、自⾝で⻑寺センターまで来ら
れる⽅で、毎⽉第２・4⽊曜⽇、１０時〜１５時、参加費１５０円、定員は４０名まで。
自⽴を⽀援し生き甲斐を⾼め介護予防を図り、参加者の健康管理に注意して４０名の⽅
の参加を目標とする。

③自主活動学級［１４０千円］
   ⻑寺区の小学生、東学区中学生を対象に放課後の学習時間の確保(学⼒向上の取り組
み、⼈権学習、体験活動等)と交流の場の提供。小学生自主活(各学年８回・年間４８
回・延べ９００名)。中学生自主活(各学年5回・年間15回・延べ約180名)。家庭での対
応が困難な⼦どもたちのために、学習の場の提供と生活指導を兼ねて自主活動を⾏い基礎
学⼒と学習習慣の定着を、家庭・学校・地域と連携し地域の低学⼒の克服を図る。

運
営
⽅
針

新
規
・
重
点
施
策

運
営
⽅
針

   小６合宿は⻑寺⻄区の６年生対象、１泊２⽇の予定で運営。集団での⾏動を通して仲
間の輪を広げ、自分の生き⽅や進路について、先輩と共に村の歴史や⼈権意識、部落差別
の現実を学ぶことから、⼈権感覚を磨き差別を許さない将来の甲良町の担い⼿となる⼈材育
成を目標に取り組んでいる。

重点(継続)

①就労相談事業［０千円］
   就労担当が窓⼝となり、職業相談を随時⾏ない、失業者を少なくし、転職の時には職場
定着ができるよう指導等を⾏なう。職業相談と生活相談を⾏ないながら、生活困窮者を減ら
し、地域に根ざした就労担当をめざして相談者が再就職できるようにする。

⻑寺センター
⻑寺地域総合センター（ふれあいの館）は、⼈権啓発及び東学区の住⺠交流の拠点となる開かれたコミュニ
ティーセンターとして運営を進める。
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

新
規
・
重
点
施
策

重点(継続)

新
規
・
重
点
施
策 重点(継続)

⑤解放合宿（小５・小６・中３）［４１０千円］

①水利施設改修事業［５００千円］
　 町内農業水利施設の不具合箇所の原因調査と補修⼯事を⾏う。
②創業⽀援事業［２，０００千円］※戦略
　 中小企業の育成⽀援、新たな産業⽀援、甲良町内で雇⽤機会を確保する。
③観光協会補助事業［３，２８５千円］
　 道の駅には観光拠点の情報発信の機能があることから、平成２７年度に観光案内所を新
設した。さらに観光事業を充実させるために観光協会運営の自⽴化を目的として事務局機能
拡⼤へ補助内容を充実化させる。

産　業　課

   小５合宿は呉⽵区の５年生対象、小６・中３合宿は⻄各区全員対象に、１泊２⽇の
予定で運営。集団での⾏動を通して仲間の輪を広げ、自分の生き⽅や進路について、先輩と
共に村の歴史や⼈権意識、部落差別の現実を学ぶことから、⼈権感覚を磨き差別を許さな
い将来の甲良町の担い⼿となる⼈材育成を目標に取り組む。

④農業振興地域整備計画の策定［３，４２４千円］
　 かんがい排水事業完了後８年未経過あったため、平成１９年度から変更がされていない
農振整備計画に関する基礎調査を⾏い現状及び将来の⾒通しを調査し農⽤地区域及び
農⽤地区域外等の基礎資料を作成し、今年度に計画を策定する。

運
営
⽅
針

新規

重点(新規)

重点(拡⼤)

   呉⽵区の⾼齢者で介護保険認定に⾄らない６５歳以上の、自⾝で呉⽵センターまで来ら
れる⽅で、４⽉〜３⽉(⽉２回)まで、時間は１０時〜１５時、参加費１５０円、定員は
４０名まで。
   自⽴を⽀援し生き甲斐を⾼め介護予防を図り、参加者の健康管理に注意して４０名の
⽅の参加を目標とする。

③自主活動学級［３００千円］
   ⻄小学校区の小・中学生全員を対象として、下校後に、呉⽵センターを会場として、交流
を踏まえた学習会を⾏なう。小学生は、低・中・⾼学年の3学級に分けて、各学級で年間１
６〜２０回開催する。中学生は、定期テスト前に学習会を設定し学⼒補充を⾏なう。
   基本的生活習慣や社会のルールや仲間作りなど、地域社会に密着した活動を柱として、
家庭学習の定着と学⼒向上をめざし⾼校進学を果たすよう自⽴意識を育てる。

④中３学⼒補充教室（⽵友学）［８９０千円］
   ⻄小学校区の中学3年生を対象とした、個別指導型の学習塾の運営。
　 ⽉謝４，０００円。週２回（⽕・⽊曜⽇）１９：３０〜２０：３０の開催で、講師
は、地元の⼤学生に依頼している。⾼校進学に向けた学⼒補充進路指導を⾏ない、希望校
への進学１００％をめざす。（昨年度は、全員志望校へ進学達成）

①就労相談事業［０千円］
   就労担当が窓⼝となり、職業相談を随時⾏ない、失業者を少なくし、転職の時には職場
定着ができるよう指導等を⾏なう。
   職業相談と生活相談を⾏ないながら、生活困窮者を減らし、地域に根ざした就労担当をめ
ざして相談者５１名が再就職できるようにする。
②デイサービス事業［１，２００千円］

定住・移住⽀援事業の充実

地域農業の充実と優良農地の確保
安全・安心な農産物生産の推進
農業施設の保全と減災対策
地域と⼀体となった獣害対策強化
観光事業の充実
道の駅「せせらぎの⾥こうら」の拠点地としての充実
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.
５.

⑤環境保全型農業直接⽀払い事業(上乗せ分）［２，０００千円］
　 国が⾏っている環境保全型農業直接⽀払い交付事業に基づき甲良町での取組に対し安
全安心な農産物の生産を⾏っている農家へ町単独で上乗せ⽀援を⾏う。
⑥農村地域防災減災事業［３，８５６千円］
　 甲良町4地区の重要なため池（⻄連溜）の耐震性の調査およびハザードマップを作成し
地域住⺠に公表し災害からの減災を推進する。

　せせらぎの⾥こうらの各施設を適正に運営管理することにより、農業振興の推進と観光振興
に寄与することを目的とし、広域コミュニティーの場として活⽤するほか、広域的なイベントの場と
して提供や昼間⼈⼝の更なる拡⼤を図る。

重点(継続)

新
規
・
重
点
施
策

運
営
⽅
針

①水道料⾦未収⾦の回収強化、有収率の向上に向けての漏水調査［２，６１０千円］

   地籍調査は⼟地記録をより正確にし、災害発生等に対する復元を容易・可能とする。
   ⻑寺⻄第４⼯区Ａ=０．１２k㎡の⾯積測定・地籍簿作成・閲覧
   ⻑寺⻄第５⼯区Ａ=０．１２k㎡の測量関係・⼀筆地調査
   ⻑寺⻄第６⼯区Ａ=０．２８k㎡の調査素図作成

３．道路・附属物のパトロール実施・点検確認による機能性の向上および快適性、安全性の確保
４．地籍調査事業の啓発・推進
５．空家等対策特別措置法に基づく空家の把握

教育委員会

②下水道使⽤料・分担⾦の未収⾦の回収強化［０千円］
③社会資本整備交付⾦事業（舗装修繕）［３４，８００千円］
　 町⺠の命と暮らしを守り、⽼朽化する道路を適切に維持管理し予防保全や修繕を⾏なう
ため、町道北落呉⽵線の舗装⼯事及び町道⾦屋役場線・町道池寺下之郷線の測量設計
業務を実施し道路上での安全かつ円滑な交通確保に努める。
④社会資本整備交付⾦事業（狭あい道路整備）［１９，３２４千円］
　 幅員４m以上にする必要がある道路改良のため、該当する区⻑や地元住⺠等と密接に
協議・検討を⾏い、着⼿できるよう推進していきます。
⑤地籍調査事業の継続的推進（⻑寺⼯区）［１５，１４３千円］

運
営
⽅
針

⑧せせらぎの⾥こうら管理事業［１１，４６４千円］

⑦獣害対策駆除委託事業［１，７００千円］
　 町内で発生するイノシシ・シカ・サルの被害に対応するため、猟友会に駆除を委託し、被害
軽減を図る。

○定住を⽀える確かな基盤と⼈と自然が共生できる環境を整備する。
１．上水道事業の水量・水質の確保及び経営の安定化
２．公共下水道事業の円滑かつ適正な運営

知・徳・体の調和のとれた心豊かでたくましい、明⽇の甲良の担い⼿の育成をめざします。
生涯を通じ、自ら学習して自己を⾼め、生きがいのある充実した⼈生がおくれるような⼈づくりをめざします。
自然や生命を⼤切にし、健康で明るく活⼒にみちた⼈づくりをめざします。
⼈権を尊重し、連帯とふれあいのある学校・家庭・まちづくりをめざします。
甲良の歴史と伝統を生かし、豊かな情操と創造性をはぐくむ⽂化のかおり⾼いまちづくりをめざします。

建設水道課
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

①進学進路指導アドバイザー招聘事業［１，５８０千円］※戦略
   生徒の学⼒向上をめざし、指導する教職員の意識改⾰と授業改善（指導⽅法）を⾏う
ため、⼤学の研究者や専門家を甲良中学校へ招聘する。定期的に生徒や授業の様⼦を参
観、指導を頂くことで、教職員の授業⼒の向上を図る。また、１０⽉以降に中学３年生を対
象に放課後学習活動を⾏い、年齢の近い⼤学生からの学習⽀援と進路情報を受けることに
より将来をイメージ化できるよう促す。新

規
・
重
点
施
策

重点(拡⼤)

 　小学６年生が自転⾞購⼊時に１０，０００円を限度に保護者に対して補助を⾏い、
甲良町への定住の促進を図るための⼀事業とする。
②教育施設点検［０千円］

運
営
⽅
針

①甲良町自転⾞購⼊補助［７００千円］※戦略

運
営
⽅
針

心豊かでたくましい⼦どもを育てる学校づくり
⼈間の尊厳を基本とする⼈権教育の推進
心にひびく生徒指導と郷⼟愛を育成する教育の推進
運動に親しみ、心⾝ともに健康な⼦どもを育成する教育の推進

新
規
・
重
点
施
策

②小中学校英語（外国語活動）指導員等配置事業［６，１６４千円］
   小中学校が連携した英語学習の取組を進めている。小中学校に指導員（ＡＬＴ）を派
遣・配置することにより、外国語を通じて、⾔語や⽂化について理解を深め、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の⾳声や基本的な表現に慣れ親しませな
がら、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどコミュニケーション能⼒の基礎を養う。

重点(継続)

教育総務課

学校教育課

　 教育施設の⻑期利⽤のため各施設の点検を⾏い⻑期修繕計画の基礎として台帳を整備
する。

   ⽀え励まし認め合う⼈間関係の構築と、きめ細かな個別指導や、わかる・できる授業の創
造により、確かな学⼒を⼦どもに⾝につけ、⼀⼈ひとりの進路を保障することを最重要課題と
し、⽇々の共同実践を⼤切にし、豊かな心と確かな学⼒の向上、そして⽀えあえる仲間づくり
を⾏う。

③児童生徒⽀援講師等設置事業(臨時講師・特別⽀援教育⽀援員・いじめ対策相談員・
児童、生徒指導相談員・スクーリングケアサポーター派遣事業)［３０，１９２千円］

重点(継続)

甲良町総合計画･教育⽅針に基づき教育委員会会議を運営し教育委員会規則の制定改正を⾏う。
教育委員会所管の予算および経理を確認し適正化をはかる。
教育委員会各施設に属さないことを教育総務課が中心となり執⾏する。
施設の⻑期利⽤のため教育財産の管理指導を⾏う。

信頼される学校づくりの推進
教職員の教師⼒を⾼める研修の充実

上記を実現するために学校を指導、監督するとともに、教育環境の整備（⼈的環境を含む）を進めていく。

○甲良町教育⽅針に⽰されている学校教育⽅針に基づき、事業を展開していく。
○個性と⼈格の尊重を基盤とし、知・徳・体の調和のとれた未来を開く心豊かでたくましい⼈づくりをめざしていく。
○郷⼟に誇りを持ち社会の変化に対応するできるたくましく生きる⼒を育成することを学校教育の基本とする。

基礎基本の徹底を図り、確かな学⼒を育み、たくましく生きる⼒の育成を目指す教育の推進
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.

１.

２.

１. 自己肯定感の⾼まりをめざす取り組みの展開
①
②
③

２.
①
②

３.
①
②

新
規
・
重
点
施
策

運
営
⽅
針

○学校教育目標の具現化を図る。

　　・個に寄り添う⼈の配置（臨時講師、⽀援員、サポーター）
　　・ＩＣＴを活⽤したコンピュータリテラシーの向上と学⼒の向上
　　・家庭や地域との連携による学⼒の向上

　　・不審者侵⼊に備える校舎内外の整備の充実
　　・住⺠の避難所にもなる堅牢な学校施設

　 いのち・⼈権を尊重する精神を基に、互いに認め合い励まし合いながら、自主自⽴できる⼦を育成する。

運
営
⽅
針

①ICT機器を活⽤した授業作り［３，５２０千円］

新規

②ＩＣＴ機器を活⽤した授業作り事業［２，７６０千円］

甲良中学校

　緊急連絡体制のを充実させ安全を確保するとともに、視聴覚教育に活⽤し、指導効果を向
上させるため、校舎建設時に整備された緊急放送・校内放送設備を更新し活⽤する。

　ＩＣＴ教育のよりいっそうの充実を図り、児童の情報活⽤能⼒を⾼めると共に各教科の理
解度を深めるため、パソコン教室ＰＣの⼊れ替えおよび無線ＬＡＮ環境とタブレット端末の整
備を⾏い、デジタル教科書を導⼊する。

甲良東⼩学校

運
営
⽅
針 お互いに認め合い、⽀え合い、励まし⾼め合う集団づくり

早寝、早起き、朝ごはんの推進による心⾝の健康を育む
⼈権を尊重する実践的態度を⾼める
保護者や地域に信頼され開かれた学校づくり
安全で安心な学校づくり

○「輝くいのち・かけがえのない⼈権を⼤切にし、確かな学⼒と豊かな心を育む⼈に優しく、自分に厳しい甲良東小
学校」という本校の学校教育目標の達成に向け全教職員が⼀丸となって教育実践に当たる。
○本校の校訓「なかまを⼤切にする⼦　よく考える⼦　つよいじょうぶな⼦」の育成に向け以下の具体的実践を推
進する。

創意⼯夫のある教育課程の編成
基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る

甲良⻄⼩学校

新
規
・

重
点
施
策

教科指導⼒を向上すべく研修機会を確保し、学習教材の⼯夫と機器の積極的活⽤
学習意欲を喚起し、学習習慣を⾝につけるための⽀援
地域連携を深め、保護者・地域の願いに応える学校づくりの推進
ＰＴＡ、甲良中を⽀える会との連携
地域から学校教育活動への参加、協⼒の啓蒙、地域資源の活⽤

①放送設備整備活⽤事業［３，５０５千円］

重点(拡⼤)

　ＩＣＴ教育のよりいっそうの充実を図り、児童の情報活⽤能⼒を⾼めると共に各教科の理
解度を深めるため、パソコン教室ＰＣの⼊れ替えおよび無線ＬＡＮ環境とタブレット端末の整
備を⾏い、デジタル教科書を導⼊するとともに各階に電⼦⿊板を整備する。

重点(拡⼤)

どの⼦も分かる・できる授業の創造

どの⼦も安全・安心に生活できる学校作り

「⼈権尊重の精神を基盤とし、知・徳・体の調和のとれた、次代をたくましく生きる生徒の育成」

生徒の諸活動、学習活動へ適切な助⾔、介⼊、指導等が⼗分な⽀援体制の構築
⼗分な⽀援体制により傾聴を軸にして、生徒が安定、安心する信頼の関係つくり

学習習慣、学習規律の向上をめざす取り組みの展開
学習活動、特別活動と部活動等を通して、自己に自信が持てるように⽀援
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（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.
５.
６.

１.

２.

３.
４.
５.
６.

１.

２.

３.

４.
５.

②放課後児童クラブ運営事業［１７，４８２千円］※戦略

運
営
⽅
針

子育て支援センター

   ⼦育て⽀援サービスや⼦育てに関する情報をまとめたガイドブックを作成し配布する。

   保護者の就労を⽀援するため、保育時間を延⻑する。(現⾏１９時閉館を２０時まで)
重点(拡⼤)

甲良東保育センター

①情報活⽤能⼒育成事業（コンピュータ室ＰＣ等リース）［２，４６０千円］新
規
・
重
点
施
策

運
営
⽅
針

新
規
・

重
点
施
策

運
営
⽅
針

重点(継続)

重点(新規)
①⼦育て⽀援周知事業［３，０００千円］※戦略

甲良⻄保育センター

地域（学区）の⼦育て⽀援の拠点としての機能が果たせる。

就学前児童を対象に、関係機関と連携し、⼦どもの健やかな成⻑発達を⽀える。
放課後児童の居場所として、安心、安全な場を設けるとともに、働く保護者の就労保障を⾏う。

安全、安心な園づくりに努める、（防犯対策、防災対策、その他危機管理マニュアルのもと全職員が共通の
意識をもち取り組みを進める。
⼈権保育を推進する。（⼦どもの⼈権を守ると共に⼈権を⼤切にする心を育てる保育、特別⽀援教育の推
進）
保育・教育課程に基づき保育内容の充実や学⼒の基礎となる⼒を培う。
保育の質の向上を図るため、職員研修の充実を図り専門性を⾼める。
保護者への啓発活動(保護者研修を含む)の充実を図るとともに信頼関係を築き、家庭⽀援を推進する。

◇町の未来を担う乳幼児を育てる重要な機関として、将来を⾒通した「生きる⼒（真の学⼒）」の育成をめざし、
保育・教育の充実とともに、本町の重要課題である「⼈権保育・教育」をベースにおいた保育の充実を図る。

安全で安心な園づくりを⾏う。（防犯・防災）
仲間とともに主体的に物事とかかわって活動する⼦どもに育てるための環境づくりと保育内容の充実を図る。
現状で必要な教育のあり⽅や、⼈権保育・教育についての、職員の資質向上を⾏う。

　 コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを学ぶ。
   情報通信ネットワークにおける基本的な情報利⽤の仕組みを学ぶ。
   コンピュータを利⽤した計測・制御の基本的な仕組みを学ぶ。
②学⼒向上事業［８５３千円］
   漢字検定、英語検定、数学検定の受検を奨励していく。検定試験を活⽤して、学⼒の向
上を図る。生涯学習の視点から、検定試験を活⽤して興味関心の幅を広げる。

⼦どもの健全な育成に向けて園・家庭・地域との連携や啓発活動・保護者研修等、取り組みを強化する。
未就園児親⼦を含む地域の⼦育て⽀援の拠点としての機能を果す。
保育・教育の充実を図るために必要な仕事について明確にし、時間を有効に無駄なく取り組みが進められるよ
う会議・研修等の持ち⽅を⼯夫する。

地域⼦育て⽀援事業として、就園前親⼦が気軽に集い、相互交流や⼦育ての不安・悩みを相談できる場を
提供する。
何らかの理由で学校に⾏けない、⾏きづらい児童・生徒に対し、学校復帰を⽀え進路保障に取り組む。また
教育相談を実施し、個々の問題解決を⽀える。
要保護児童地域対策協議会を中心に、保健福祉課、教育委員会等の関係機関と連携し、児童虐待の未
然予防と適切な⽀援を実施する。

- 14 -



（当初予算案概要）

１.
２.
３.
４.
５.

１.

２.

運
営
⽅
針

①ブックスタート事業［２００千円］※戦略
　 就学前の乳幼児に対し継続的な図書館サービスを図り、読書習慣を⾝につけるために、２
〜３歳児の健診時に、教育絵本等の紹介と、図書館司書による読み聞かせ等を⾏い、保護
者に対する積極的な図書館利⽤を促す。

甲良町図書館

重点(拡⼤)
新
規
・

重
点
施
策

①小学生英語教室開催事業［２，２００千円］※戦略
　 英語の楽しさ⾯白さを体験して、英語が⾝につくようにネイティブの講師を招いて小学生に学
んでもらい英検などを受験させる。
②中学生海外派遣研修事業［４，７９０千円］※戦略
　 甲良中学生を英語圏（ニュージーランド）に派遣し、語学研修を⾏なうとともに異⽂化に
接することで、次世代を担う国際感覚の豊かな⼈材を育成する。

新
規
・

重
点
施
策

重点(継続)

運
営
⽅
針

社会教育課
○甲良町社会教育・⼈権教育・社会体育・図書館運営⽅針に基づき、事業を展開していく。

町⺠全体の生涯教育を⽀援するため、さまざまな学習や情報ニーズに応えられるよう、図書館資料の収集整
理・保存の充実を図る。
図書館サービスの向上を図り、｢⼈と本｣｢⼈と⼈｣の出会いを⼤切にし、暮らしに役⽴つ図書館づくりを推進す
る。

社会教育については町⺠⼀⼈ひとりが、輝いて生きることができる社会づくりの実現をめざす。
⼈権教育については部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための取り組みを進めていく。
社会体育については「健康＝スポーツ」という考えの基、健康で活⼒ある町づくりをめざす。
図書館は町⺠全体の生涯教育を⽀援するため、資料や情報の収集・整理・貸出等の充実を図る。
社会教育施設、社会体育施設の適正かつ計画的な管理運営を⾏う。
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２．平成２８年度特別会計予算のポイント 
特別会計・企業会計については、それぞれの会計設置目的に沿った予算編成を⾏い、合計２７億８千

８１７万６千円で、前年度⽐２.３％の増となりました。 
 
①国⺠健康保険特別会計 

歳出において医療給付費が前年度より約２千万円の増となったこと、および特定健診など保健事業の
充実等により、歳入では国庫⽀出⾦で約３百万円、県⽀出⾦で約１千２百万円の増となりました。また、
低所得者への軽減が拡大されたことにより税収で約１千９百万円の減となった代わりに一般会計からの基
盤安定繰入⾦が増となっています。さらに平成２８年度からは平成２６年度に県からの借入償還が開始
されます。毎年医療費の伸びが続いていることもあり、今年度も引き続き特定健康診断の受診率向上や
徹底した保健指導に取り組むこととしています。予算規模は、前年⽐４.５％増（４千８百６８万２千
円増）の１１億３千８百８１万５千円を計上しています。 

 
②後期⾼齢者医療事業特別会計 

⾼齢者の医療費は毎年増加傾向にあるが、本年度予算規模は微増の前年⽐１.９％増（１３７万
７千円増）の７千２百２３万３千円を計上しました。 

 
③介護保険特別会計 

介護サービス等の保険給付費上昇し、また予防事業を⾏う地域⽀援事業費も増加したこともあり、予
算規模は前年⽐０.９％増（6 百５７万 8 千円増）の７億６千７百４１万１千円を計上しました。 

 
④墓地公園事業特別会計 

墓地販売促進を図るため、平成２０年度に墓地公園永代使⽤促進事業補助⾦制度を創設したが、
低推移のため看板設置など推進を⾏っていく。予算規模は、前年⽐１６.８％減（３４万６千円減）
の１７１万円を計上しました。 

 
⑤住宅新築資⾦等貸付事業特別会計 

町債残⾼の減により公債費も年々減少するため、本年度も貸付⾦の町への返済額が公債費を上回る
ことから、一般会計予算への繰出しを実施する。予算規模は前年⽐９.６％減（１６９万７千円減）
の 1 千５百９１万７千円を計上しました。 
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⑥土地取得造成事業特別会計 
地籍調査にあわせ、さらなる事業残地処分を推進し、払下げ協議の進捗状況を鑑み、５０.０％増

（２００万円増）の６００万 2 千円を計上しました。 
 
⑦下水道事業特別会計 

面整備は平成２３年度でほぼ完了しているものの、公債費の増や⻑寿命化関連経費もあり、一般会
計予算からの繰入額が年々上昇していたものの平成２８年度は約１百万円の減少。予算規模としては
前年⽐０.１％増（６６万９千円増）の 4 億６千 7 百７１万３千円を計上しました。 

 
⑧水道事業会計 

事業としては新たな大規模給⽔計画はないが、更新業務を継続的に⾏う必要があります。予算規模は
２.２%増（６百９２万４千円増）の３億１千８百３７万５千円を計上しました。 



会計 議案番号 平成27年度　(A） 平成28年度　(B） 増減(C) (B)-(A) 対前年増減率(C)/(A)

一般 25 3,580,000 3,674,000 94,000 2.6

26 1,090,133 1,138,815 48,682 4.5
27 70,856 72,233 1,377 1.9
28 760,833 767,411 6,578 0.9
29 2,056 1,710 ▲ 346 ▲ 16.8
30 17,614 15,917 ▲ 1,697 ▲ 9.6
31 4,002 6,002 2,000 50.0
32 467,044 467,713 669 0.1
33 311,451 318,375 6,924 2.2

　　　　　　　　　　　　収　益 216,416 210,663 ▲ 5,753 ▲ 2.7
　　　　　　　　　　　　資　本 95,035 107,712 12,677 13.3

2,723,989 2,788,176 64,187 2.4

6,303,989 6,462,176 158,187 2.5

特
　
別
　
会
　
計

介護保険特別会計

墓地公園事業特別会計

住宅新築資⾦等貸付事業特別会計

土地取得造成事業特別会計

下水道事業特別会計

平成２８年度　当初予算会計別総括表
（単位：千円、▲減、率％）

-1
8

 -

会　計　区　分

一般会計

国⺠健康保険特別会計

後期⾼齢者医療事業特別会計

水道事業会計　　　　　　

総　予　算　合　計

特別会計予算合計



（当初予算案概要）

１．当初予算性質別経費
H26 構成比 H27 構成比 H28 構成比 差引 伸び率

人件費 760,516 21.9 761,988 21.3 736,508 20.0 △ 25,480 △ 3.3

扶助費 320,070 9.2 333,298 9.3 347,119 9.4 13,821 4.1

公債費 462,346 13.3 430,570 12.0 425,100 11.6 △ 5,470 △ 1.3

計 1,542,932 44.4 1,525,856 42.6 1,508,727 41.1 △ 17,129 △ 1.1

物件費 713,834 20.5 797,363 22.3 860,955 23.4 63,592 8.0

維持補修費 27,553 0.8 27,338 0.8 29,602 0.8 2,264 8.3

補助費等 474,787 13.7 527,947 14.7 527,175 14.3 △ 772 △ 0.1

計 1,216,174 35.0 1,352,648 37.8 1,417,732 38.6 65,084 4.8

建設事業費 149,965 4.3 107,812 3.0 130,216 3.5 22,404 20.8

災害復旧費 27 0.0 26 0.0 25 0.0 △ 1 △ 3.8

計 149,992 4.3 107,838 3.0 130,241 3.5 22,403 20.8

積立金 4,580 0.1 16,370 0.5 34,325 0.9 17,955 109.7

投資/出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 皆増

貸付金 5,320 0.2 5,320 0.1 5,320 0.1 0 0.0

繰出金 551,502 15.9 568,468 15.9 574,155 15.6 5,687 1.0

予備費 3,500 0.1 3,500 0.1 3,500 0.1 0 0.0

計 564,902 16.3 593,658 16.6 617,300 16.8 23,642 4.0

3,474,000 100.0 3,580,000 100.0 3,674,000 100.0 94,000 2.6

２．会計別地方債現在高見込

会計区分 H26末残高

一般会計 3,220,177

住新会計 15,854

普通会計 計 3,236,031

下水道会計 4,340,284

上水道会計 978,039

公営企業 計 5,318,323

合計 8,554,354

３．会計別基金残高見込

（単位：千円、％）

（単位：千円）

（単位：千円）

教育施設整備基金

青少年育成基金

ふるさと応援基金

墓地公園管理基金

合計 1,201,834 1,167,524 1,122,338 955,806

上水道基金 241,512 241,512 241,512 241,512

特別会計　計 265,588 257,932 269,440 267,484

介護運営基金 6,769 6,775 6,785 6,800

下水道基金 12,174 9,503 21,000 19,029

1,006 16,637 56,667 71,772

国保運営基金 5,133 142 143 143

2,396 2,351 1,937 1,761

普通会計　計 936,246 909,592 852,898 688,322

減債基金 44,518 44,604 40,737 857

福祉基金 116,793 118,835 111,128 103,311

1,534 2,037 2,041 2,047

13,926 13,958 13,349 12,665

ふるさと基金 89,928 90,057 80,326 70,596

区　　　　分 H25末残高 H26末残高 H27末残高見込 H28末残高見込

財政調整基金 666,145 621,113 546,713 425,313

5,148,150 150,600 4,964,687

8,229,021 313,000 7,809,230

4,236,861 150,600 4,121,639

911,289 0 843,048

265,822

68,241

334,063

732,791

3,080,871 162,400 2,844,543

H27末残高見込 H28発行予定額 H28末残高見込

3,072,259 162,400 2,842,759

H28元金償還額

391,900

6,828

398,728

区      分

義務的経費

一般行政経費

投資的経費

その他経費

合　　　計

8,612 0 1,784
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《 参考 》 『財政用語の説明』
一 般 会 計 ： 予算単一主義の原則に基づき中⼼的な会計として編成される、町税（町⺠

税や固定資産税など）を主な財源として、社会福祉・保健衛生・環境保全・
道路建設・消防防災・教育や⽂化の振興などの事業を⾏う会計です。

特 別 会 計 ： 特定の歳⼊（国⺠健康保険税など）をもって特定の歳出（保険給付費な
ど）に充て、一般の歳⼊歳出と区分して経理するための会計。⼟地取得会計
など普通会計に属する特別会計や、法律で特別会計とすることが決められて
いる国⺠健康保険会計などの公営事業会計、さらには⽔道事業会計のよう
な公営企業会計に区分されます。

公 営 事 業 会 計 ： 地⽅財政法等の規定により、いずれの団体も特別会計を設けてその経理を⾏
わなければならないとされる公営企業や公営事業のための会計。
次のように分類されます。
①公営企業会計　　②国⺠健康保険事業、介護保険事業会計等
③上記①及び②の事業以外の事業で地⽅公営企業法の全部又は一部を
適用している事業

公 営 企 業 会 計 ： 公営事業会計のなかでも独⽴採算を基本とし、地⽅公営企業法の全部又は
一部の適用を受けて設置する会計を公営企業会計といいます。甲良町では、
⽔道事業に企業会計を設置しています。

普 通 会 計 ： 個々の地⽅公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の
統一的な掌握および⽐較が困難であることから、地⽅財政統計上便宜的に
用いられる会計区分のことで、一般会計と特別会計のうち公営事業会計以
外の会計をまとめたもの。甲良町では一般会計、⼟地取得会計、住宅新築
資⾦会計、墓地公園会計を合算したものとなります。

【会計区分イメージ図】

特別会計

公営事業会計

・国民健康保険特別会計

・下水道事業特別会計

・介護保険特別会計

・後期高齢者医療事業特別会計

公営企業会計

・水道事業会計

普通会計

普通会計に属する特別会計

・住宅新築資金等貸付事業特別会計

・土地取得造成事業特別会計

・墓地公園事業特別会計

一般会計



標 準 財 政 規 模 ： 各⾃治体が合理的で妥当な⽔準で⾏政サービスを実施するために必要となる
一般財源の全国的にみた標準的な額で、全国一律の算出⽅法に基づき、毎
年度、普通地⽅交付税の算定時に算出されます。

基 準 財 政 収 ⼊ 額 ： 普通地⽅交付税の算定に用いるもので、標準的な状態において徴収が⾒込
まれる税収⼊等を基準財政収⼊額といい、市町村分にあっては、税収⾒込
額の75%と各譲与税収⼊⾒込額で計算します。

基 準 財 政 需 要 額 ： 普通交付税の算定基礎となるもので、⾃治体が合理的かつ妥当な⽔準にあ
る⾏政運営を⾏い、又は施設を維持するために必要となるであろう⾦額を一
定の⽅法によって合理的に算出した額。

財 政 ⼒ 指 数 ： 地⽅公共団体の財政⼒を⽰す指数で、数値が１に近いほど財政⼒が豊かと
判断されます。（基準財政収⼊額÷基準財政需要額で求め、過去３ヶ年の
平均値）

実 質 収 支 ⽐ 率 ： 標準財政規模に対する実質収支額（歳⼊歳出差引額から翌年度へ繰越
すべき財源を控除した決算額）の割合

積⽴⾦現在高⽐率 ： 標準財政規模に対する財政調整基⾦、減債基⾦及びその他特定目的基⾦
の積⽴現在高の割合

地 ⽅ 債 現 在 高 ： 各年度末における町債の未償還元⾦（借⼊れた元⾦のうち、返済が済んで
いない）額

地⽅債現在高⽐率 ： 標準財政規模に対する地⽅債の未償還元⾦額の割合

実 質 公 債 費 ⽐ 率 ： 普通会計の一般財源に占める公債費(下⽔道特別会計・一部事務組合の
公債費負担分を含む)の割合を指し、当該年度以前３ヶ年の平均数値で、
18％を超えると新たな町債の発⾏に制限がかかります。

公 債 費 負 担 ⽐ 率 ： 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合

経 常 収 支 ⽐ 率 ： 財政構造の弾⼒性を測定する⽐率で、⼈件費、扶助費、公債費等の義務
的性格の経常経費に、町税、地⽅交付税を中⼼とする経常一般財源収⼊
がどの程度充当されているかの⽐率

将 来 負 担 ⽐ 率 ： 一般会計等が将来負担すべき実質的な債務残高（＝公営事業会計＋一
部事務組合等＋地⽅公社・第三セクター等の分を含む）が標準財政規模の
何倍あるかを⽰す⽐率。350％を越えると早期健全化団体となり、財政健全
化の手順とその実施状況を知事、議会へ報告し公表する必要が出てきます。

総 計 予 算 主 義
の 原 則

： 「一会計年度における一切の収⼊及び支出は、すべてこれを歳⼊歳出予算に
編⼊しなければならない（地⽅⾃治法第210条）」と定められており、歳⼊と
歳出のそれぞれの総額を計上することで予算の全体を明らかにすることが原則
となっているため、収⼊と支出を相殺し純収⼊だけを計上する「純計予算主
義」はとっていません。



予 算 単 一 主 義
の 原 則

： 予算はできるだけ議会の審議および住⺠の理解の上からも⾒やすく、歳⼊歳
出が単一のものが望ましいため、一般会計に重点がおかれて編成されていま
す。ただし、例外として特別会計が設けられています。

予 算 統 一 の 原 則 ： 地⽅公共団体の予算は規模が⼤きく複雑なため、法令により定められた基準
に基づいて区分するように定められています。「歳⼊にあっては、その性質に従っ
て款に⼤別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあっては、そ
の目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。（地⽅⾃治法第211
条）」

予 算 事 前 議 決
の 原 則

： 当初予算は年度開始前に議会議決を経るものとされているため、町⻑は翌年
度の予算案を年度開始の20⽇前までに議会に提出することが義務付けられ
ています（地⽅⾃治法第211条）。

予 算 公 開 の 原 則 ： 予算が議会で議決されると、議⻑は３⽇以内に町⻑に通知して、町⻑はその
内容を住⺠に公表すること（地⽅⾃治法第219条）となっているほか、年２
回以上財政状況を公表するように定められています（地⽅⾃治法第243条
の3）。甲良町では町広報４⽉臨時号において当初予算概要を、５⽉と１
１⽉に財政事情を公表しています。

会 計 年 度 独 ⽴
の 原 則

： 「各会計年度における歳出は、その年度の歳⼊をもって、これに充てなければ
ならない（地⽅⾃治法第208条）」と定められているため、当年度の歳出を
翌年度の歳⼊で支出したりすることは禁じられており、５⽉末までの出納閉鎖
期間で整理し他の年度に影響を及ぼさないこととされています。ただし、例外と
して繰越明許費などがあります。

繰 越 明 許 費 ： 事業の性質上、又は予算成⽴時期などの理由によって年度内に支出を終わ
らない⾒込みのものについて、議会に限度額の議決を得て翌年度に限り繰り
越して使用することができる制度、またはその⾦額のことをいいます。天災など避
けがたい理由によって、年度内に支出が終わらなかった場合は事故繰越として
分類して議会へ事後報告することになっています。

一 般 財 源 ： 使い道が特定されず、どのような目的にも使用できる財源（町税、地⽅交付
税、地⽅譲与税など）です。そのうち経常的に収⼊される歳⼊から特別交付
税などを除いたものは経常一般財源と分類されます。

特 定 財 源 ： 一般財源とは逆に、道路建設や福祉事業に使用するなど使い道が特定され
ている財源（国庫支出⾦、県支出⾦、町債など）を⾔います。

基 ⾦ ： 特定の目的のために財産を維持し、資⾦を積み⽴て、又は定額の資⾦を運
用するために設けられる資⾦又は財産で、次のような分類があります。
①財政調整基⾦　年度間の財源の不均衡を調整するために積み⽴て経済
事情の変動等で財源が不⾜する場合の財源として利用する基⾦
②減債基⾦　地⽅債の償還を計画的に⾏うために資⾦を積み⽴てた基⾦
③特定目的基⾦　教育や⽂化振興など特定の目的のために積み⽴てた基
⾦。甲良町では一般会計で５基⾦を積み⽴てています。
その他定額で運用している基⾦として⼟地開発基⾦、用品調達基⾦がありま
す。


